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書評

書評:藤 田 弘夫著

『路上の国柄』文芸春秋、2006年

吉野 英岐

 著者は嘆き憤っている。 「なんとかならないものか」 と嘆き、「いいかげんにしろ」と繰 りか

えす。官尊民卑 とい うやや古風な表現を使いながら、官の横暴とも不遜 ともいえるような文言、

表現を探 し出し、疑問を呈し、そして大いに怒っている。その対象は官有地を示す標識から始

まり、道路標識、河川標識、役所に掲げられているスローガンや垂れ幕、はては勲章、車のナ

ンバープ レー ト、鉄道駅の名称、自治体の名称、郵便番号、大学の学部名…縦横無尽に取り上

げて、その理不尽 さに憤っている。

 もちろんただ憤っているのではない。そこには社会学的な考察がある。公告や看板に表象 さ

れる公共意識、公共観を問い、公共性、官僚制など社会学の基本的な概念を再検討 している点

が本書のユニークなところである。すでにいくつも書評がでているので、ここでは社会学を学

ぶ塾の後輩 とい う立場で、評者の考えを述べてみたい。

 まず、評者が感 じた本書における興味深い点を以下の3点 にまとめたい。

 第1点 は、本書が社会学の新 しい方法論の可能性を示 している点である。本書では都市観察

学と表記 されているが、社会空間に多数存在する文言を撮影 し、それ らに表象 される社会構造

や意識構造を解読していく方法論は社会学の新 しい試みである。なによりビジュアルに馴染ん

でいる現代の大学生にとってはとっつきやすい。社会学の伝統的な調査方法は、統計調査のよ

うに人々の意識や行動を計量的に分析する方法 と、聞き取 り調査のようにインタビュー形式で

質的なデータを解釈する方法である。 日記や手紙や会話などを使 う場合もあるが、写真や映像

を素材 として使 う方法は比較的新 しい。民具や祭礼などを分析素材にする民俗学、今和次郎の

考現学、藤森照信らの路上観察学 といった領域もあるが、社会学においても、写真を使った調

査手法はこれから増えるのではないか。本書はその先鞭をつけた作品である。

 第2点 は、日本語と外国語の用語の意味のすれ違いの問題を日常生活の中で具体的に示 して

いる点である。 日本の近代学問は西洋からの輸入品としてもたらされた経緯から、特に社会科

学における学術的な概念をめぐる翻訳の問題は以前か ら存在する。その点で本書で指摘 されて

いるプライベー トとパブ リックの対比は興味深い(78ペ ージ～92ペ ージ)。従来はプライベー

ト=私 、パブリック=公 あるいは公共と訳されてきた。 しか し、パブリック ・ハウスやパブリ

ック ・スクール といった英国での用語の使い方をみれば、必ず しもそうではないことがわかる。

この点について、ヨーロッパの駐車場にある看板の文言(プ ライベー ト=専 用、パブリック=

共用 とい うような意味での使用)を 示 しながら具体的に指摘する点は説得力がある。

 第3点 は、国と公務員の意識の関連性についての考察である。著者によれば国には3つ の意
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味が ある とい う(174ペ ー ジ)。 ひ とつ は 日本国 とい った場合 の 「国家」 を意味す る用法、二

つ 目はお国誰 りとい った場合 の 「地方」 を意味す る用法 、三つ 目は住民が国を訴 えた とい う場

合の 中央官庁 にお ける 「組織」 を意味す る用法である。そ して、 よく 「省益 あって国益な し」

とも椰楡 され るよ うに、著者 も 「国家公務員が国のた めに働 くとい うときに、『自分 たちの組

織のた めに働 く』 とい う意味 に転 じかねないので ある」 と危惧 してい る。そ して、 「それ は公

務員が、『国』の多義的な意味 を、知 らず知 らず の うちに 自分た ちに都合の よい方 に解釈 して

い るためではないだ ろ うか」 と分析 してい る(175ペ ージ)。

 著者 は高度 に機 能分化 した現代の官僚制が、そ こで働 く職員 の意識 に及ぼす弊害をみ てい る。

そ して、また別 の ところで、 「ともか く 日本は官尊民卑の国だ といわれてい る。 …民間人が 自

己嫌悪 に陥 るのは、私のために働 いてい ると思 っていたのに 『お金』 のた めに働 いている 自分

の姿に気 づいた ときであ る。 …公務 員が ゾッとす るのは、公のた めに と思いなが ら、『私』の

ために働いてい る自らの姿 を発見 した ときである」 と指摘 している(28ぺ0ジ)。 官僚制 のも

とで働 く人間の意識 を鋭 く突いた ー_になってい る。

 ところで、前述 の ように著者 は決 して看板 コ レクターで もなけれ ば、単な る憤 る人 でもない。

都市空間、都 市構造 にお ける官僚制 、公共性 、国家体制の発現形態 を研究す る研究者 であるか

ら、以下では、本 書で述べ られてい る著者 の見解について、評者 な りの意見を補足的 に述べて

みたい。第1点 は 「公 と私」について、第2点 は 「国」についてである。

 著者は 「ともか く、官 と民、公 と私 は相互 に流動的、互換的 である。そ して忘れて はな らな

いのは、所詮 『勝 てば官軍』なのである」(28ペ ージ)と シニカル に述べている。つ ま り日本

の場合は状況 に応 じて、官 と民あ るいは公 と私が入れ替 わる とい うことだが、 これ は巻末の参

考文献の最初 に取 り上 げられている有賀喜左衛門の著作がモチー フになっている と思われ る。

有賀は慶慮義塾大学文学部 と大学院 でも教鞭 をとってお られ た 日本の村落社会学 の大先達であ

り、慶磨義塾 の現教員 にも大きな影響 を与 えた社会学者 である。 この有賀 の著作 を最初の掲 げ

てい るところに慶慮義塾の研 究者 な らで はの心配 りを感 じる。

 参考文献 と して紹介 されてい る 『封建遺制 と近代化』(よ り読者 の便宜 を考 えれ ば、著作集

IVを いれた ほ うがいい とも思われ るが)に 所収 され ている論文 「公 と私 一義理 と人情 一」(初

出は1955年)に おいて、有賀 は江戸時代の武 士や庶 民の奉公 とい う行動や意識 を、主従関係

とい うっなが りで と らえた。従者 に とって 自分 自身 のこ とは主人(公)に 対 して私(私 情 ・人

情)で 、主人への奉公は義理 と考 え られていた。 そ して、主人 に奉公 し、義理 をつ くす者 を忠

僕 とも称 した と述べてい る。 この場合 に主人の属す る階級の高低は問題 ではな く、主従 関係 が

あるところに公 と私が存在す るか ら、公は階層化 され てい るのであ る。

 また、公私 の関係 は個 人について も規定 され 、集団の公はその集 団の代表者 をも指 していた。

家の父親 、武士団の主人は集 団の代表者であ り、公 を示す ものであった。集団の成員 の個性 は

ほとん ど認 め られていない。有賀は 「この公 は個人 を基礎に して、個人 を超 える公 共の意味 を

持っ ことはなか った。 この意味 で英語でい うpublicと は非常に異なった もの といわな くて は
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な らない。それゆえ、個 々の集団や関係 ご とに異な る公 が存在 し、下位 の公 は上位の公 に支配

され る形 で、上位 の公 が大き く成 立す る形態 を とった」(著 作集IV、233ペ ージ)と 述べ てい

る。 こうした公 と私の入れ子構造論は有賀独特の考 え方 だが大変示唆に富む ものである。 日本

語には朝廷や幕府 に関す る事象 を指す 、公儀 、公方、公 家な どの用語があ る。 時の政権担 当者

は公 なのである。 有賀 の理論 にそ っていえば、幕府 は民衆 か らみれ ば公であ る。 しか し、幕府

は朝廷か らみれば私にあたる。朝廷が公 であ り、幕府は私なのである。

 19世 紀 の作家 フランシスF.バ ーネ ッ トによる 「小公子」、 「小公女」 と翻訳 された文学作

品の原題 はLittle Lord Fauntleroyそ して、 the Little Princessで あった よ うに、 日本で

は、皇室(王 室)が 究極 としての公にあたるのではないか。 とすれ ば、究極の公 である皇室や

天皇、 ロイヤル ファ ミリーについての文言や標識 は どの よ うな形態 を とってい るのだろ うか。

 また江 戸時代の公 と私の関係や用語の使 い方 は、明治時代以 降に変容 していったのではない

か。公議 、公会堂、公衆 とい うよ うに民衆を対象 に して 「公 」を使 う使い方は明治時代以降の

ものの よ うに思 える。一方 で、公務、公 欠、公告 、公僕、公職 とい うよ うな官 と関係 が深い用

語(あ るいは英語のofficialに 近いか)に 公 を使 うよ うになったよ うにも思える。 これ らの

用法の変容や収敏の過程についても路上で確認す るこ とはで きるだろ うか。

 2つ 目は 「国」 についてである。著者 は 「国」 には3つ の意 味がある と指摘 している。 とす

れ ば表題 にある国柄 にも3つ の意味が あるのだろ う。今回の書物 で取 り上 げ られている多 くの

事例は、 この本書の なかで指摘 されてい る3つ めの意味での 「国」である。では、1番 目の国

家 を表す意味や2番 目の地方 とい う意味で 「国」を使 う場合の国柄 は どうだ ろ うか。 中国にお

ける社会主義 国家 らしいス ローガンは紹介 されているが、それ以外 で も国の場合、立憲君主制

国家 と共和制 国家 の場合では、看板 な どに違 いがあるのだ ろ うか。評者 の知 る限 り立憲君主国

のタイでは国王の大 きな 肖像写真 が市 中に飾 られ ている。偶然いあわせ た国王誕生 日にはその

数 は無数 といって もいい くらいであった。 日本では天皇誕生 日といえ ども写真 を飾 ることはほ

とん ど見 られ ない が、や は り理 由が あ るの だ ろ うか。 また2番 目は地方性 とい う意 味で の

「国」 の存在 である。県民性や 県庁(職 員)の 特性 の違い によって、公共 の看板や文言 に有意

な差異 はあるのだろ うか。 こちらは系統的な調査は難 しそ うだが、県民性 を表象す るよ うな文

言や広告があった ら、ぜひ ご教示願 いたい。

 ともあれ、浅学 の後輩の的外れ の疑 問 と本書の価値 とは全 く無関係 である。本書は大変す ぐ

れ た 日本社会論 としても読む ことができる。願 わ くは多 くの学生が本書 を手 に して、社会学 の

面 白さに触れてほ しい。そ して、巻末 に掲 げ られている参考文献の丁寧 な紹介 と解説 を読 んで、

オ リジナルの文献に も挑戦 してほ しい。そ こには社会学や 日本論の古典 が並 んでい る。

[本体 価 格1,500円]

(よしの ひでき 岩手県立大学総合政策学部)
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